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江南市シティプロモーション動画制作等業務委託に係る公募型プロポーザル方式による業者選定 

実施公告 

 

 江南市シティプロモーション動画制作等業務委託について、公募型プロポーザル方式により候補者の 

選定を行いますので、次のとおり公告します。 

 

令和４年３月３１日 

                                江南市長 澤田 和延 

 

１ 業務の概要 

（１）江南市シティプロモーション動画制作等業務委託 

（２）業務目的 

新型コロナウイルス感染症の影響や少子高齢化・人口減少社会の進行により、地域経済が冷え込む中

で、まちの賑わいを創出し、活力あふれた都市を維持していくことが喫緊の課題となっている。そのた

めには、江南市の魅力を効果的に発信し、本市の知名度向上及びイメージアップを図ることで、本市へ

の交流人口・定住人口の増加及び市民のシビックプライドの醸成を行い、地域経済の維持と活性化に繋

げていく必要がある。 

その目的の達成のため、本市の魅力をストーリー性のある映像とともに最新の技術を用いて、交流人

口・定住人口の増加や市民のシビックプライド機運を醸成させる動画を制作し、効果的なプロモーショ

ンを実施することで、本市の魅力を積極的に発信するものである。 

（３）業務の範囲 

① シティプロモーション動画の制作 

② シティプロモーション動画の宣伝 

（４）委託期間 契約締結日の翌日から令和５年３月３１日（金）まで 

 

２ 参加資格 

 参加者は、参加申込書等の提出日現在において、以下の要件を満たす者とし、参加者が契約締結まで

の間に参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）江南市業者指名停止基準（平成８年４月１日施行）に基づく指名停止の措置期間中でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生手続

開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続

開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）「江南市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24年９月 28日付け江南市

長・江南市教育委員会教育長・愛知県江南警察署長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

（５）過去５年間（平成 29 年４月１日から参加申込書を提出する前日まで）に、官公庁などが発注す

る本業務に類似した業務を受託した実績があること（法人に限る。個人で制作した実績は含めない）。 

（６）令和４・５年度江南市入札参加者資格名簿に登録があること。登録が無い場合は、参加申込書提

出時に以下の書類をすること。 

① 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） １部 

② 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書「その３の３」 １部 

③ 市税完納証明書（江南市に課税客体のある者に限る。）  １部  
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④ 愛知県税納税証明書（又は愛知県税の納税義務がないことの申出書（様式６）） １部    

※各種証明書については、直近３か月以内に取得した原本に限る。 

 

３ 審査方法等 

 「２ 参加資格」を満たしているプロポーザル参加者による企画提案書等のプレゼンテーション審査

を行い、その内容を江南市シティプロモーション動画制作等業務委託プロポーザル審査委員会において

評価し、候補者の選定を行います。 

 

４ 手続等 

（１）担当課（書類の提出先及び問合せ先） 

  江南市 企画部 地方創生推進課 地域の魅力発信グループ 

  〒483－8701 江南市赤童子町大堀 90番地 

  電話番号： 0587-54-1111（内線 349） 

  FAX 番 号： 0587-54-0800 

  E - m a i l： koho@city.konan.lg.jp 

（２）実施要綱等の配布 

   実施要綱等の資料の配布については、次のとおりとします。 

  ① 配布期間 

令和４年３月 31日（木）から令和４年４月 11日（月）まで 

② 配布場所 江南市ホームページからダウンロードしてください。 

https://www.city.konan.lg.jp/jigyou/proposal/1011444.html 

③ 配布する書類 

 実施要綱、仕様書等 

（３）実施要綱、仕様書等に関する質問・回答 

  ① 提出方法 

   質問書（様式第１）に必要事項を簡潔明瞭に記入し、電子メールで提出してください（電子メー

ル以外は受け付けません）。電子メールの件名は、「プロポーザル質問」とし、送信後に電話連絡

を行うこと。 

② 提出期限 令和４年４月４日（月）午後５時まで（必着） 

③ 回答方法  

令和４年４月７日（木）に江南市ホームページに質問内容と回答を掲示します。 

（４）企画提案書等の提出について 

プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出してください。 

① 提出書類 

・ 参加申込書（様式第２）  １部 

・ 企画提案書（様式第３）  10部（正本１部、副本９部） 

・ 参考見積書（様式第４）及び内訳書（任意様式）１部  

   ・  受託実績を確認できる書類（任意様式） １部 

② 提出場所 上記「（１）担当課」に同じ。 

③ 提出期限  令和４年４月 11日（月）午後５時まで（必着） 

④ 提出方法 持参又は郵送に限ります。なお、郵送の場合は、書留郵便で提出すること。郵便事 

故等については参加者の自己責任とします。 
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（５）企画提案に係るプレゼンテーション審査 

①  実施日時・場所   令和４年４月 19日(火)   

※一者 30分程度とし、開始時間、場所等の詳細は連絡責任者に通知します。 

② 実施内容  

・ 企画提案書及びプロモーション動画案についての説明（20分以内）  

・ 質疑応答（10分程度） 

  ③ プロポーザル審査委員会が本プロポーザルへの参加申込者が多数であると認める場合は、提 

出された書類による一次審査を行い、あらかじめプレゼンテーションを求める者を選定した 

上で実施します。 

（６）プレゼンテーション審査の結果通知  

プレゼンテーション審査を受けた全ての参加者に対し、審査結果を通知します。 

通知時期 令和４年４月 20日（水）予定 

（７）参加辞退の場合 

参加申込後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに辞退届（様式第５）を担

当課あてに提出してください。 

（８）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 

①  参加資格要件を満たしていない場合 

②  提出書類に虚偽の記載があった場合 

③  実施要綱等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に 

適合しない書類の提出があった場合 

④  選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑤  ヒアリングを実施した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

⑥  参考見積書の金額が見積限度額を超過した場合  

 

８ その他留意事項 

 詳細は、実施要綱、仕様書等によりますので、必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

 


